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第１ 基本的な考え方 

１ 協同農業普及事業（以下「普及事業」という。）は国と県との協同事業として

昭和 23 年に発足して以来、その時々の農政課題に対応しながら、農業者に接し

て農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行う

こと等により、農業経営と農村生活の改善に主体的に取り組む農業者を育成する

ことを通じて、本県農業・農村の発展に大きな役割を果たしてきた。 

２ 本県の農業は、全国平均を下回る経営規模でありながら、米麦と多様な園芸作

物や畜産などを組み合わせた複合経営や施設園芸など集約的な経営が多く営ま

れるなど、零細性を補う土地生産性の高い農業が展開されてきた。また、近年、

集落営農組織や認定農業者、新規就農者など地域農業を支える担い手が一定確保

されており、県オリジナル品種など高品質で特色のある農産物の開発により、県

内外で実需者の評価が向上するとともに需要が拡大し、生産及び消費の拡大が期

待されるところである。 

しかし、農業従事者の高齢化や減少、農産物価格の低迷による収益性の低下、

野生鳥獣による深刻な農作物被害、耕作放棄地の増加、作付面積の減少、農村の

活力低下、地球温暖化を背景とする異常気象など、様々な課題に直面している。 

３ これらの課題に対応するため、本県では令和８年に策定する新たな「香川県農

業・農村基本計画」において、「かがわの農業・農村」の未来を拓き、次世代へ

継承」を基本目標に掲げ、「儲かる！魅力と未来ある農業の実現」、「農村を守

り、地域を支える農業の推進」、「持続的な農産物の供給」の３つを基本方針に

設定することとしている。こうした基本目標や基本方針の実現に向けては、農業

施策を推進する上で、普及事業は重要な役割を担っているところである。 

４ 一方、国は、令和７年４月に策定した「協同農業普及事業の運営に関する指針」

（以下「運営指針」という。）において、今後の我が国の食料・農業・農村につ

いて、気候変動等による自然災害の多発や栽培適地の変化、国内人口の減少に伴

う国内需要の減少や高齢者の引退による農業従事者の大幅な減少など、これまで

経験したことのない課題に対して、あらゆる事態を想定し、国民に食料を安定的

に供給し続けられるよう環境整備を図るためにも、新たな食料・農業・農村基本

法の下、農業の生産性向上と持続可能性の両立や農村地域社会の維持という難し

い社会課題を克服していくとしている。 

このような状況に的確に対応するため、直接農業者に接して支援を行う普及指

導員（第３の２の農業革新支援専門員を含む。以下同じ。）が技術を核として、

農業者と地域の関係者、その他の食料の生産から消費に至る各段階の関係者（以

下「食料システム関係者」という。）との結び付きの構築等を通じた担い手の育

成・確保、農業者の所得の向上及び地域農業の生産面・流通面等における革新を

総合的に支援する役割を果たす必要がある、としている。 

５ 以上のことから、本県の普及事業は、運営指針に基づく農政の推進方向を踏ま
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えつつ、本県の農業・農村を巡る情勢の変化に即した施策展開が図られるよう、

県農業・農村基本計画に定める施策の展開方向に沿った普及指導活動課題と、課

題ごとの取組方向の明確化、普及活動方法等の見直しを行い、今後、概ね５年間

における基本的方向を示す「協同農業普及事業の実施に関する方針」を次のとお

り定める。 

 

第２ 普及指導活動の課題と方法に関する基本的事項 

Ⅰ 基本的な課題 

効率的かつ効果的な普及事業を展開するため、次に掲げる事項を基本的な課題と

する。また、農業改良普及センター（農業改良助長法第 12条に規定する普及指導セ

ンターとして設置するものをいい、以下「普及センター」という。）及び農業革新

支援センターにおいては、基本的な課題に即して、地域の実態に応じて重点的に取

り組む課題を設定する。また、個別に策定する普及指導計画にこれを明確に位置づ

け、その課題解決に向けて効率的かつ効果的な普及指導活動を実施する。その他、

国の｢食料・農業・農村基本計画」及び県の「農業・農村基本計画」に基づく施策を

推進する上で必要な技術指導及び経営発展支援を実施する。 

 

１ 儲かる！魅力と未来ある農業の実現 

＜農産物＞ 

主食用米の作付拡大に対する支援や、安定生産技術の確立等により県オリジナル

品種「おいでまい」、「さぬきの夢」など米麦の収量や品質の向上を図るとともに、

水田の有効活用を図るために多様な二毛作を促進する。 

野菜、果樹、花きなどの園芸品目については、 県オリジナル品種の省力・低コス

ト栽培体系の確立や普及、品質向上・規模拡大等に必要な施設・機械等の導入支援

などにより、本県の強みを生かした高品質で特色のある品目・品種の生産拡大を図

る。 

また、オリーブの苗木代や未収益期間等の支援の継続と高品質・安定生産技術の

普及に取り組むとともに、盆栽の輸出拡大を図るために、検疫条件に対応した基盤

整備や防除技術の導入を推進する。茶については、国産茶葉の需要が高まっている

ことから、栽培管理用機械の導入、労働力の補完や茶園の再生技術の検討等により、

生産の継続と産地の維持を図る。 

また、気候変動に対応するため、高温対策技術や高温条件下でも収量と品質が優

れる品種の普及に取り組む。 

 

＜畜産物＞ 

畜産物では、安定的な生産振興に向けて、畜産クラスター事業を活用した生産基

盤強化や、国の価格安定対策の活用、衛生管理の徹底や暑熱対策技術導入の支援な

どにより、生産性の向上と経営の安定化を推進し、安全・安心な畜産物の生産を促
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進する。また、県内外から高い評価を受けているオリーブ畜産物の増頭・増羽と品

質向上を図るため、生産体制の強化や高品質化に向けた技術開発及び調査研究を推

進する。 

 

＜地域計画による農地利用の最適化の推進＞ 

市町が策定した「地域計画」の継続的な見直しを関係機関と連携して支援するこ

とで、地域の課題や将来の農地活用の在り方を地域全体で共有できる体制の構築を

推進する。地域計画の実現に向けて、（公財）香川県農地機構の実施する農地中間

管理事業を活用しながら、担い手等への農地集積・集約化の推進や地域内農地を一

元的に管理する「地域まるっと中間管理方式」の導入等により、地域農地の受け手

を確保しつつ、遊休農地の発生を防止し、農地利用の最適化と次世代への生産基盤

の継承を進める。 

 

 ＜スマート農業の推進＞ 

高齢化や労働力不足等に対応するため、ロボットやＩＣＴなどデジタル技術を活

用したスマート農業技術の実証や導入支援に取り組み、地域の実情に合ったスマー

ト農業技術の普及に努める。また、施設園芸においては、品質向上や収量増加を図

るため、生産工程や栽培環境データを「見える化」し、分析・共有する「データ駆

動型農業」を推進する。 

加えて、農業の生産性向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律

（令和６年法律第 63号）に基づき、生産・流通・販売方法の転換を支援する。その

際、必要に応じて、経営・技術等について農業者をサポートする農業支援サービス

事業体等との連携を支援する。 

 

＜次世代の担い手の確保・育成＞ 

新規就農者として県内外から意欲ある人材を確保するため、支援施策などの情

報提供や就農相談を実施する。また、先進的な農業経営体との交流・体験、新規就

農者の里親登録制度の活用やトレーニングファームでの研修の充実など、産地等

が受け皿となってバックアップする体制の整備を進め、関係機関と連携を図りな

がら、支援体制を構築する。 

就農後の新規就農者に対しては、核となる担い手へステップアップできるよう、

農業士や関係団体等と連携しながら、経営状況に応じた生産技術指導や経営発展の

伴走型支援などを行い、就農から定着まで一貫したサポートに努める。 

また、経営発展に意欲的な農業者に対しては、香川県新規就農・農業経営相談セ

ンターの専門家派遣等を活用し、個々の経営実態に応じた適切な対策を提案すると

ともに、労務管理や経営管理等の研修会等を開催し、経営マネジメント能力の向上

を支援するほか、関係機関と連携して、農業共済や収入保険制度など、セーフティ

ーネット対策に関する情報を適宜提供する。加えて労働環境の整備を支援すること

により、外国人材を含む雇用人材の確保を図る。このほか、農業参入する農外企業

に対しては、支援施策や新技術等の情報提供を行う。 
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さらに、女性農業者や若手農業者の経営参画を促進するため、セミナーや交流会

の開催、家族経営協定の締結推進等により、資質向上を図る。また地域の課題解決

等に取り組む女性農業者や若手農業者の組織活動を支援する。 

 

２ 農村を守り、地域を支える農業の推進 

＜多様な農業人材の確保＞ 

多様なルートから意欲ある人材を確保するため、支援施策などの情報提供を行

い、体制の整備を進め、持続的な農業生産や農地の保全が行えるよう支援する。ま

た、多様な人材が農業に関わり、地域の農村を守ることができるよう必要な知識や

技術を学ぶ機会を設けるなど、関係機関と連携を図りながら、環境づくりを推進す

る。 

 

＜集落営農や農業支援サービス事業体の育成・確保＞ 

地域農業を支える集落営農の組織化や経営基盤の強化を図るとともに、次代への

経営継承を図る。また、兼業農家等の小規模な農業者の営農効率化を図るため時代

に即した多様な農業支援サービス事業体の設立・拡大を推進する。 

 

＜鳥獣被害防止対策の推進＞ 

耕作放棄地・放任果樹や作物残渣の放置などによる野生鳥獣への餌付けの防止や

緩衝帯の整備と追い払いによる地域に寄せ付けない環境づくり、侵入防止柵の設

置・点検などの侵入防止対策、有害鳥獣の捕獲による地域ぐるみの対策を市町と連

携して総合的に推進する。 

 

＜多面的機能の維持＞ 

農村地域の多様な主体が日本型直接支払制度等を活用して行う水路や農道、ため

池などの保全管理や植栽などの周辺景観を保全する協働活動を促進し、多面的機能

の維持・発揮に努める。また、農山村地域における多面的機能の維持・発揮や都市

との交流などの取組みを促進するため、研修会や交流会を開催するなど、地域のリ

ーダーとなる人材育成に取り組む。 

 

 ＜農村の活性化＞ 

農村地域の豊かな自然環境や農産物を生かした、６次産業化の推進、農村の伝統

や文化等の伝承・継承により、消費者と農業者との交流を通じて農山漁村と多様な

形で関わる関係人口を創出・拡大する取組みを推進する。 

 

＜農畜産物の輸出促進＞ 

人口減少に伴い国内市場が縮小する中で、県内の農業生産基盤の維持を図るため、

農業協同組合等の関係機関や民間企業と連携し、輸出産地の形成を支援する。 
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３ 持続可能な農産物の供給 

＜地産地消と食育・花育の推進＞ 

消費者と食と農とのつながりを深め、県産農産物の消費拡大につなげるため、農

作業体験等により農業者との交流を促進するとともに、学校給食での県産農産物の

利用促進など、地産地消の取組みを進める。また、県民に農業について、より理解

してもらい、日々の購買行動によって支えていただく「行動変容」につなげられる

よう、子どもから大人までの全世代を対象とした食育を推進するとともに、生産者

と連携して花への親しみを醸成するとともに、花き産業への理解を促進する。 

 

 ＜食の安全・安心＞ 

県民の農産物に対する安全・安心への関心が高いことから、ＧＡＰ（農業生産工

程管理）による生産工程管理を推進することで、農薬や動物用医薬品等の適正使用

の徹底をはじめ、農作業における労働安全の推進や、生産から消費に至る各段階で

の安全性とトレーサビリティの確保に努める。 

 

＜みどりの食料システム戦略の推進＞ 

環境への負荷を低減する農業の取組拡大にむけ、化学農薬・化学肥料の代替技術

や温室効果ガスの発生抑制、耕畜連携の取組みなど、環境にやさしい技術と省力化

技術を組み合わせたグリーンな栽培体系について、現地実証により有効性が確認さ

れた栽培技術や体系にかかる技術マニュアルを作成し、産地への普及・定着を促進

することで環境と調和のとれた食料システムの確立を推進する。 

 

Ⅱ 活動方法に関する基本的事項 

１ 普及指導活動の効果的かつ効率的な実施 

地域の農業・農村の持続的な発展に必要となる農業者に対する支援活動につい

て、普及指導員が行うものと民間等が行うものとの各役割を意識しつつ、多様な関

係機関による総合力の発揮により農業者に対する支援の充実・強化を図る。 

また、農業者が必要とする農業技術が適切に開発され、迅速に普及されるよう、

普及・研究・行政連絡会議等において普及指導員が研究開発の企画段階から参画し、

現場に適した技術の改良を図る。 

このため、普及指導活動の方法に関して、以下の取組みを行う。 

 

(1) 農業者に対する支援の充実・強化 

普及指導員の本来職務である直接農業者に接して行う普及指導活動に要する時

間が十分に確保されるよう留意する。農業者に接する際には、関連する施策の情

報を含めて情報提供を行うものとする。また、普及指導活動の充実・強化及び効

率化を図る観点から、ＩＣＴの積極的な導入とこれを活用した普及指導活動を推

進する。 



6 

 

さらに、農業経営に必要な技術・経営情報に加え、施策や普及指導活動実績等

について広く認知されるよう、農業者を始めとする関係者・関係機関への情報発

信を推進する。 

また、地域の関係者が地域農業の将来の在り方を定める地域計画の実現や見 

直しに向けた協議が円滑に進むよう、話合いのコーディネート役を担うなど必要

な支援を行うものとする。 

 

(2) 食料システム関係者等の多様な関係者との連携強化 

人口減少下において、地域農業の発展や農村の振興に向けた課題解決を図るた

めには、行政機関、研究機関、地域運営組織、農業協同組合、教育機関に加え、

生産資材関係事業者、食品等事業者、消費者等食料システム関係者が有機的に連

携することが重要となる。このため、普及指導員がこれらの多様な関係者・関係

機関間のコーディネート役を担うことで産地のプロデュース機能を発揮するとと

もに、連携と協力を促進するための機会の創出等に向けた取組を推進する。 

また、活力ある地域農業を創造するためには、先進的な農業者等の持つ優れた

知見や経験に学び、農業者等が有する知的財産の保全に留意しつつ、地域農業・

農村を振興することが重要である。 

このため、先進的な農業者や地域リーダー等に対し、地域振興や経営発展に資

する施策情報の提供等を積極的に行いつつ、地域モデルや新規就農者の育成・確

保を始めとした地域農業・農村を振興するための取組みへの参画を求めることや、

普及指導計画の策定と評価の際に意見を求めること等、パートナーシップの構築

のため積極的に働きかける。 

 

(3) 研究開発への普及指導員の積極的な参画 

普及指導員は、普及・研究・行政連絡会議等において、試験研究機関が行う研

究開発に企画段階から参画し、より実用性の高い技術が開発されるための役割を

果たすとともに、その成果を活かして農業現場における技術革新を推進すること

により、地域の農業における課題について、技術面から解決を図る。 

 

(4) 都道府県間の連携 

農業革新支援専門員は、全国的な普及指導活動の課題に対する効果的な活動を

確保するため、必要に応じて当該課題に関係する他都道府県との情報の共有、技

術協力等に努める。 

 

(5) 普及指導活動の重点化 

普及指導活動については、(1)から(4)までの取組みを始めとして、農政の展開

方向及び各地域の状況に応じて、普及指導員による取組みの必要性及び緊急性が

高いものに重点化する。 

普及指導活動の対象者については、経営発展に意欲的な農業者及びその集団、

新規就農者、新規参入者、経営参画に意欲的な女性農業者等に重点化する。 
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また、現場における重要な課題については、普及指導活動の目標、期間、体制

等を明確に定めた重点プロジェクト計画を農業革新支援専門員等が定め、普及セ

ンターと連携して当該計画に基づく活動を推進する。 

なお、普及センターにおいては、重要な課題であって部門間にまたがる課題に

ついては、地域プロジェクト計画を定める。 

２ 基本的な課題に対応した取組みの推進方向 

第２のⅠの課題への取組みを実施する上で、新規就農者等への支援、スマート農

業技術の活用及びこれと併せて行う新たな生産方式の導入の促進、農業支援サービ

スの活用の促進、マーケットインの生産体制の構築に当たっては、必要に応じて運

営指針第二の二の１に規定する事項を勘案するものとする。 

 

第３ 普及指導員の配置に関する事項 

普及指導員（2の「農業革新支援専門員」を含む。以下同じ）については、本県

農業・農村の振興方向や農業者の高度で多様なニーズ及び地域農業が抱える課題に

的確に対応し得るよう、試験研究機関や農業大学校、行政部局との連携､各地域の

農業情勢や特性等に配慮して、その適正な配置に努める。 

また、普及指導員の配置を的確に行うことができるよう、普及指導員の任用資格

を有する者の計画的な養成及び確保に努め、普及センターに配置された普及指導員

の任用資格の取得を目指す者については、普及指導員の監督の下で、養成に努める。 

１ 普及センターへの配置 

普及センターに、次の業務を行う普及指導員を配置する。 

(1) 試験研究機関、大学等で開発された技術を現場に合った形で組み立て、あるい

は、現場で開発された技術に科学的な裏づけを与え、普遍性のある技術に組み立

てて農業者等に普及させるほか、農業者の経営診断・分析を行う活動や、その結

果に基づく経営改善計画の策定等を支援する業務 

 

(2) 地域農業を取り巻く状況を踏まえて将来展望を提案し、関係者の合意形成を図

るとともに、課題の明確化並びに対応方策の策定及び実施を支援する業務 

 

(3) 管内の効率的かつ効果的な普及事業の展開のため、普及指導活動の総合的な企

画・運営・管理、各種制度資金、補助事業等の行政施策との連携等の業務 

 

２ 農業革新支援センターへの配置 

農業革新支援センターに、普及指導員のうち、高度な専門性を有し、次の業務を

行う農業革新支援専門員を配置する。 
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(1) 県全体の普及事業の総合的な企画立案や、普及指導員と協力して推進する重点

プロジェクト計画の設定、広域的に対応することが効率的かつ効果的な課題に関

する普及活動、普及指導活動に関する技術・知識の集約・伝達、普及指導員の資

質向上のための研修等の実施、技術・経営情報等の収集・分析・提供、県段階の

関係機関及び団体との連携活動を行う業務 

 

(2) 普及組織、試験研究機関、教育機関、行政機関、食料システム関係者等との連

携による、専門技術の高度化や政策課題への対応、生産現場及び流通・消費段階

からの課題の収集、研究開発への参画や行政施策への反映、また、試験研究成果

の普及等に関する総合的な調整業務 

 

(3) 先進的な農業者等からの高度かつ専門的な個別相談・支援対応を行う業務 

３ 農業大学校への配置 

農業大学校は、試験研究機関や普及組織、行政部局と十分な連携を図りつつ、将

来の本県農業を担うべき人材を養成する中核機関であることから、農業・農村につ

いての高度な専門知識と青少年に対する高い指導力を有する普及指導員を配置す

る。 

４ 普及指導員の在任期間 

普及指導員の在任期間については、指導対象に密着した継続的な普及事業を推進

する観点から、同一勤務地において一定期間継続して従事し得るものとなるよう努

める。 

 

第４ 普及指導員の資質の向上に関する事項 

普及指導員が、近年の農業分野における技術革新、農業者の高度かつ多様なニー

ズ等地域課題に的確に対応するために必要な資質の維持・向上が図られるよう、香

川県普及指導員等人材育成計画に基づき、普及指導員に対する研修の充実・強化に

努める。 

１ 香川県普及指導員等人材育成計画 

研修に係る計画の策定及び実施に当たっては、中長期的な普及指導員の人員配置

を勘案し、普及指導員の目指すべき人材像、求められる資質、人材育成に向けた取

組方針及びその推進体制等を定めた「香川県普及指導員等人材育成計画」及び「香

川県普及指導員等研修基本計画」を策定する。 

これらに基づき、職務経験年数並びに技術及び知識の習得状況に応じた年度ごと

の「普及指導員等研修実施計画」を作成し、計画的な実施を図るとともに、研修結

果や研修に対するニーズの把握に努め、次年度の研修実施計画に反映させる。 
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２ 向上を図るべき資質 

普及指導員に求められる機能を発揮するため、農業及びその経営に関する高度な

技術及び知識並びに普及指導活動の手法について、全ての普及指導員が共通して備

えるべき基本的な資質として、計画的かつ継続的な習得を図る。 

 

３ 資質向上の方法 

普及指導員の研修は、自己研さんを基本としつつ、研修目的に応じて、講義等を

中心とした集合研修のほか、通信教育、実際に普及事業に携わりながら経験豊富な

普及指導員等（トレーナー）に個別指導を受けて行う職場研修（ＯＪＴ）、県内外の

教育機関、試験研究機関、普及事業関係機関、企業、先進的な農業者、先進地等への

派遣・留学、専門家による個別指導等も十分に活用するものとする。 

特に、普及指導活動経験の少ない新任の普及指導員等に対しては、技術水準の高

度化、農業者等に対する実践的な指導能力、農業現場における課題解決能力の強化

が図られるよう重点的な研修の実施に配慮する。 

加えて、農業革新支援専門員の役割を担うことができる人材が育成されるよう配

慮する。 

 

第５ 普及センター等の運営 

普及指導活動を一層効果的に実施するためには、普及指導計画を適切に策定する

とともに、外部評価等を実施し、当該計画等の検証及び改善を図ることが重要であ

る。 

また、普及指導計画に基づく活動が効果的に行われるよう、普及センター、農業

革新支援センター及び農業大学校を適切に運営する必要がある。 

加えて、普及センターが農業者等のスマート農業をはじめとした技術及び経営に

関する情報発信、相談窓口として機能するよう、試験研究機関、民間等の専門家、

市町、農業団体等の関係機関との連携強化に努めるものとする。 

１ 普及指導計画の策定と評価 

普及指導活動が高い成果を得るためには、適切な普及指導計画の策定、実行、評

価及び改善のプロセスを経ることが重要である。 

このため、普及指導計画を適切に策定した上で、その成果や普及指導活動の体制

等について、中間・実績検討等の内部評価を実施するとともに、先進的な農業者や

関係機関等を含む委員による外部評価を実施し、次年度以降の計画に反映させるこ

とを通じて、普及指導活動及びその体制の改善を行う。 

 

２ 普及センターの活動体制 

農政の推進方向に即した活動展開や、担い手への高度な技術・経営面での支援を
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行うため、企画振興、担い手育成・農地マネジメント、集落営農・農畜産及び園芸の

振興に係る部門を置き、部門活動体制をとるとともに、地域課題に迅速に対応する

ため、必要に応じて、普及指導員の担当地域を定め、地域ごとに指導班を編成して

活動する地域指導体制の併用も考慮する。なお、組織としての総合的な指導力が十

分発揮できるよう、部門間の連携強化に努める。 

また、地域の実態に応じて、取組みの必要性が高く部門間にまたがる課題につい

ては、機動的に解決できるよう、地域プロジェクト計画を定め、地域プロジェクト

班を編成することができるものとする。 

 

３ 農業革新支援センターの活動体制 

県全体として効率的かつ効果的な普及事業が展開できるよう、農業革新支援専門

員は、試験研究機関や農業大学校、行政部局との連携強化や情報収集に努める。ま

た、試験研究や普及指導活動により得られた技術や知識が普及センターにおいて十

分活用されるよう、普及センターへ配置された普及指導員と相互に連携・調整を図

るとともに、県域的な対応をすることが効率的かつ効果的な課題や特定品目につい

て直接普及指導活動を実施する。 

 

４ 研修教育の充実強化 

農業大学校については、講義、実習等を組み合わせた実践的な研修教育、就農希

望者、青年農業者その他の農業を担う者の養成を行う中核的な機関として、若者に

農業に対する魅力ややりがいを感じてもらうとともに、農業者として今日的に求め

られる知識と技術を持った優れた人材を育成するため、栽培知識・技術の習得を基

礎とした上で、先進的な農業経営者等による出前授業、現場での実習、農業生産工

程管理（ＧＡＰ）、経営管理に関する内容や企業並びに教育機関及び研究機関と連

携したスマート農業技術及び有機農業を含む環境と調和のとれた農業に関する研修

を始めとした実践的・発展的な研修教育内容の充実強化を図るよう努める。 

また、試験研究機関・普及センターとの密接な連携の確保及び役割分担の明確化

を図りつつ、農業の担い手や担い手になりうる可能性の高い農業者に対し、地域を

担う農業者としての資質の向上に向けた農業の技術及び経営方法に関する専門的か

つ体系的な再教育を行う機関としての機能を果たすとともに、近隣の農業者研修教

育施設、大学、農業高等学校等との連携により、より効率的に研修教育を行うよう

努める。 

なお、農業大学校は、研修教育の内容、その成果及び実施体制について、先進的

な農業者等による外部評価を実施し、その結果を踏まえて研修教育の内容等の改善

を行う。 

さらに、普及センター、農業大学校、新規就農・農業経営相談センター等の関係

機関と連携し、多様な就農を目指す学生等のニーズや地域の農業実態等に応じて、

就農相談や農業法人等とのマッチングを行うとともに、農業士等の先導的な農業者

の協力による就農の促進と定着化に向けた支援に努める。 
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５ 調査研究の適切な実施 

普及指導員は、現場課題の解決のために、試験研究機関、教育機関、市町、農業団

体等との密接な連携を図りつつ、資料調査、実態調査、実証・適応試験、実験研究等

の手法により、調査研究活動を行うものとする。県は、その成果の共有､情報交換等

自発的な研究会活動等が積極的に推進され、調査研究と普及指導を一元的に実施す

る普及指導員の機能が十分発揮され有用な成果が得られるよう、必要な措置を講じ

るものとする。 


